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三

��

･

��･

�

太
田
博
仁

つ
が
る
市
木
造
千

代
町
五
六
の
二

〃

太
田
薬
局

つ
が
る
市
木
造
千

代
町
五
六
の
二

��

･

��･

��

医
療
法
人
正

幸
会

五
所
川
原
市
字
下

り
枝
二
の
一

介
護
予
防

訪
問
看
護

対
馬
内
科
小

児
科
医
院

五
所
川
原
市
字
田

町
四
の
五

��

･

�･

��

〃

〃

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

〃

〃

〃

中
山
宏
祥

三
沢
市
古
間
木
山

六
八
の
一
一
四

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

中
山
内
科
医

院

三
沢
市
古
間
木
山

六
八
の
一
一
四

��

･

��･

�	

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

居
宅
療
養

〃

〃

〃



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
九
十
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
九
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
九
十
六
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日
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管
理
指
導

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
二
の
二

〃

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

藤
代
健
生
病

院

弘
前
市
藤
代
二
丁

目
一
二
の
一

��

･

�･

�

工
藤
浩
三
郎

弘
前
市
大
字
八
幡

町
一
丁
目
二
の
二

〃

八
幡
町
ク
リ

ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
八
幡

町
一
丁
目
二
の
二

��

･

��･

��

尾
野
敬
八

つ
が
る
市
稲
垣
町

吉
出
鴨
泊
五
の
四

〃

尾
野
医
院

つ
が
る
市
稲
垣
町

吉
出
鴨
泊
五
の
四

��

･

��･

��

北
村
貞
美

八
戸
市
上
徒
士
町

二
一
の
二

〃

北
村
歯
科

八
戸
市
上
徒
士
町

二
一
の
二

��

･

�･

�

林
重
宏

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
田
子
二

四
の
四

〃

北
村
歯
科
医

院

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
田
子
二

四
の
四

��

･

��･

��

有
限
会
社
ク

ロ
ー
バ
ー

黒
石
市
北
美
町
一

丁
目
七
三

〃

北
美
調
剤
薬

局

黒
石
市
北
美
町
一

の
六
〇

〃

有
限
会
社
グ

リ
ー
ン
・
フ

ァ
ー
マ
シ
ィ

八
戸
市
柏
崎
三
丁

目
一
三
の
二
五

〃

薬
局
グ
リ
ー

ン
・
フ
ァ
ー

マ
シ
ィ

八
戸
市
柏
崎
三
丁

目
一
三
の
二
五

��

･

�･

�

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
介
護

サ
ー
ビ
ス
し
ら

ゆ
り

弘
前
市
大
字
福

村
字
福
富
五
六

居
宅
介
護

有
限
会
社
介
護

サ
ー
ビ
ス
し
ら

ゆ
り

弘
前
市
大
字
福

村
字
福
富
五
六

平
成

��

･

��･

�

有
限
会
社
介
護

サ
ー
ビ
ス
し
ら

ゆ
り

弘
前
市
大
字
福

村
字
福
富
五
六

重
度
訪
問

介
護

有
限
会
社
介
護

サ
ー
ビ
ス
し
ら

ゆ
り

弘
前
市
大
字
福

村
字
福
富
五
六

〃

株
式
会
社
ま
ご

こ
ろ

五
所
川
原
市
大

字
稲
実
字
稲
葉

四
九
の
一
九

居
宅
介
護

介
護
サ
ー
ビ
ス

ま
ご
こ
ろ

五
所
川
原
市
大

字
稲
実
字
稲
葉

四
九
の
一
九

〃

社
団
法
人
十
和

田
労
働
福
祉
会

館

十
和
田
市
西
二

十
二
番
町
二
の

二
一

居
宅
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
わ
か

ば

十
和
田
市
西
二

十
二
番
町
二
の

二
一

〃

社
団
法
人
十
和

田
労
働
福
祉
会

館

十
和
田
市
西
二

十
二
番
町
二
の

二
一

重
度
訪
問

介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
わ
か

ば

十
和
田
市
西
二

十
二
番
町
二
の

二
一

〃

指
定
相
談
支
援
事
業
者

相
談
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

昭
壽
会

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
浜
道
一
三
三
の

三

指
定
相
談
支
援
事

業
あ
か
し
や
寮

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
浜
道
一
三
三
の

三

平
成

��

･

��･

�



( )

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢
も
も
い
し
農
業
協
同
組
合
百
石
実
行

支
店

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
下
明
堂

｣

を
削
る
。

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

石
倉
工
務
店

二

氏
名

石
倉

一
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
米
田
字
石
倉
八
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
三)

第
六
四
八
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
十
一
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
大
工
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
十
月
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

エ
ネ
ル
ギ
ー
プ
ロ
ダ
ク
ト
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

丸
山

一
孝

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
大
字
三
沢
字
淋
代
二
四
六
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特－

一
七)

第
一
七
五
六
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
十
一
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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